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近年，どの産業分野の経済活動においても，環境問題へ
の関心が急速に高まっている．造船・舶用分野も例外では
なく，さまざまな規制が条約として発効し，海運会社や船
舶機器メーカの世界共通ルールとなっている．条約を審議
し制定するのは，169 の加盟国からなる IMO（国際海事
機関）であり，船舶の航行や事故による海洋汚染を防止
することを目的とした MARPOL 条約である．2005 年 5

月，船舶からの大気汚染に関する規則（付属書Ⅵ）が発
効し，各舶用エンジンメーカは対応を進めている．
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舶用ディーゼルエンジンに対する主な規制は，排気ガス
に含まれる NOx 値であり，その規制値レベルをୈ 1 ਤ

に示す．2005 年 5 月発効の 1 次規制は，5 年ごとに見直
すことが決まっていて，2011 年 1 月から発効する 2 次規
制では，1 次規制値に比べ約 20％低減しなければならな
い．また，2016 年に発効予定の 3 次規制では，2010 年 

より 80％の低減が求められる見通しである．
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ディーゼルエンジンから排出される NOx は，シリンダ
内で燃料が燃える
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